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協同のひろば

 

　協同組合研究の 3つのアプローチ：

ICA 新原則との関連で

中川雄一郎（明治大学／協同総研理事長）　

はじめに

　従来、協同組合研究のアプローチとして

歴史的、思想的、運動的それに経営的なア

プローチが採られてきた。事実、協同組合

研究はこれらのアプローチによってこれま

で大きな成果を生みだすことができた。例

えば、ジョンストン・バーチャルの『コープ：

ピープルズ・ビジネス』やグレッグ・マク

ラウドの『協同組合企業とコミュニティ』は、

これらのアプローチを駆使して構成された

「協同組合の全体像」をわれわれに示して

くれている。前者は、近代協同組合運動の

創始であるロッチデール公正先駆者組合創

設 150 周年を記念して出版された作品であ

るにもかかわらず、ページを追っていくと

イギリス近現代史を学ぶのに必要な経済的、

社会的それに政治的な変化が明瞭に理解で

きるようになる秀逸の著書である。

　後者は、一つは歴史的、思想的および運

動的なアプローチを以って、もう一つは経

営的なアプローチを以って、バスク地方を

拠点に事業活動する「モンドラゴン協同組

合企業体の全体像」を明らかにすることに

成功している著書である。この著書はまた、

経済的、社会的グローバリゼーションのな

かで協同組合運動はその事業活動を通じて

何を獲得目標とすべきなのか、協同組合運

動の「最優先事項は何か」を問うことによっ

て「協同組合とコミュニティの関係」を明

らかにするよう各々の協同組合に迫ってい

る。

　このように、われわれとしては、われわ

れの協同組合運動がより前進し、より社会

的に拡充するためのバックボーンとなるべ

きわれわれの協同組合研究にとって、この

伝統的で正統的なアプローチは十分に有用

であり、運動の正確な進路を照らし出すこ

とができる、と考えている。だが、それに

もかかわらず、われわれとしては新しいア

プローチを求めなければならない。何故な

ら、第 1 に、市場経済のグローバリゼーショ

ンによって生みだされているさまざまなレ

ベル―国家、地域、コミュニティそれに個

人―での格差や溝が、文字通りの世界的規

模で、失業、疾病、栄養失調、犯罪、要す

るに、人びとが健康に生活し、各々の国や
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地域に固有の文化を持続させ、教育を受け

る権利や情報を平等、公正に受け取る権利

を保障し、雇用の機会を保障する法的、経

済的、社会的および政治的制度を蚕食して

いる事実を協同組合運動は認識しているか

らである。第 2 に、これらの悪しき、危機

的な状態を改善し、人びとが幸福でいられ

ることを保証するために、協同組合運動は

明確な社会的目標を定め、その進むべき針

路を絶えず検証しなければならないからで

ある。第 3 に、協同組合運動は、ジョンス

トン・バーチャルが『国際協同組合運動』

で試みたように、「グローバルな倫理」の

確立に大きな役割を果たさなければならな

いし、また果たすことができる、と思われ

るからである。

協同のアプローチとグローバルな倫理

　

（1998 年にノーベル経済学賞を受賞した）

アマーティア・セン教授は、現在、ネオ・

コンサヴァティヴと自称している政治家

やネオ・リベラリズムを名乗っているスカ

ラーが設定している人間像―換言すれば、

市場原理主義を人間の諸活動の前提とする

モデル―を「もっぱら自己の利益しか考え

ない」「合理的愚か者」として批判し、人

間の「市民的存在」を強調する。すなわち、

人びとは、人間の多様性に関心をもち、そ

の多様性に基づく平等や公正を主張し、そ

して人間は倫理、慎重さ、利己の利益の判

断それに社会的義務を踏まえて行動するの

である、と。そのような「市民的存在」と

しての人びとが協同組合運動を構成し、社

会的福祉（well-being）の実現のために努

力する、と彼は論じる。セン教授の言う「福

祉」は、主観的な効用や財貨の量によって

測られるのではなく、「人がどのような生

き方を選べるか」という「生活の質」によっ

て判定されるべきものなのである。

セン教授が「福祉」を単なる効用や財貨

の量ではなく「生活の質」と結びつけて考

察することの重要性を強調するアプローチ

を提示したことは重要である。何故なら、

このアプローチは、経済学上の「福祉」の

位置づけを変えるかもしれないということ

だけでなく、「福祉」と「市場」との関係

に新しい視点を据えることにも与って力が

あったからである。さらにまた、このアプ

ローチは、われわれが協同組合研究の新し

いアプローチを導入するために、われわれ

が明確にしておかなければならない 2 つの

課題を取り上げて検討するようわれわれに

迫るのである。2 つの課題とは、（1）協同

組合運動よりもさらに広い基盤の上に「参

加」を捉えることの必要性、（2）グローバ

ルな倫理、である。

セン教授は、1998 年 10 月にレガコープ

が主催したボローニャ会議―「協同の民主

主義とグローバリゼーション：両者の共存

は可能か」―において「協同とグローバル

な倫理」と題する講演を行ない、そのなか

でこれら 2 つの課題に自ら言及したのであ

る。

（1）の課題は「個人と社会の関係につい

てのいくつかの評価を必要とする。個人は、

諸制度の世界のなかで生き、活動している。

われわれの機会や展望は、どのような諸制

度が存在するか、それらがどう機能してい

るか、どう相互作用しているか、といった

事柄に決定的に依存している。諸制度は、

われわれが選ぶ活動や生き方の自由に寄与

するだけでなく、それぞれの制度の役割

が、われわれ一人ひとりの自由に対するそ
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の貢献という視点から、明瞭に評価され得

るのである」、ということに関わってくる。

要するに、われわれは、制度を総体として

捉えらなければならず、またある制度が他

の制度と結びついて何をなし得るのかを評

価しなければならないのである。そしてそ

の際の基本的秩序は市場メカニズムであ

る。その意味で、われわれは市場メカニズ

ムそれ自体に反対することはできないので

ある。現にしばしば生じている市場問題は、

市場の存在それ自体に原因があるのではな

く、別の原因に由来しているのである（例

えば、インド、パキスタン、西アジアやアフ

リカで見られるような、市場に参入すること

を困難にしている「読み書きの能力の低さ」、

あるいはインドネシア、タイで見られた、「情

報の無制限な秘匿」や金融危機をもたらした

ヘッジファンドによる無制約な活動、イタリ

アやロシアでしばしば目撃される腐敗や企業

倫理の欠如、それにマフィアの暗躍などであ

る）。そしてこれらの原因に対しては、「市

場がより良く、より透明に機能できるよう

になる制度と規範を促進することによって

対処すればよい」のである。換言すれば、

「市場メカニズムの長期的に有効な機能は、

社会的平等と正義に向けた民衆の社会的機

会の創出によって促進されなければならな

い」のである。この意味でまた、協同組合

にとって、「参加の役割は、協同組合の古

典的文献で論じられてきたような、伝統的

な補完的役割をはるかに超えて広がってい

る」ことを協同のアプローチは明らかにす

るのである。この協同のアプローチは、後

で述べる「制度のアプローチ」・「結果のア

プローチ」・「過程のアプローチ」という「協

同組合研究の 3 つのアプローチ」の基礎を

成すのである。

（2）の「グローバルな倫理」とは、「グロー

バリゼーションの過程にある世界により広

い倫理を確立すること」を意味する。した

がって、協同組合運動にとって、この課題

は、「諸国家間の関係に仲立ちされた」協同

ではなく、「諸制度間の関係」に基づく協同、

すなわち、国境を越えた「グローバルな経

済的、社会的関係の規範の基礎を発展させ

る」協同をいかにして実現していくか、と

いうことを意味するのである。そしてその

際に重要になるのが「多様な制度の存在と

多元的アイデンティティの共存を考慮する

こと」である。セン教授はこう述べている。

　アフリカやアジアの女性に対する不利

益な処遇を改善しようと起ち上がった

イタリアのフェミニストの活動は、あ

る種のアイデンティティに基づいてい

るのである。すなわち、ある国民の、

他の国民の困難に対する同情というこ

とをはるかに超えたフェミニズムのア

イデンティティなのである。

ある人間は、イタリア人であり、女性

であり、フェミニストであり、博士で

あり、協同組合人などであり得るので

あって、一人の人間の多元的アイデン

ティティという、この豊かな概念には

矛盾はないのである。

かくして、セン教授は、これらのことを

協同組合運動に引きつけて次のように強調

した。

　協同組合運動の豊富な遺産には世界

に提供すべき多くのことが含まれてい

る。世界は、生産や取り引きを超えた、

地球上の個人と個人の関係にかかわる
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根本問題で覆い尽くされている。国際

援助や経済援助の拡大はそれほど必要

ではない。むしろ必要なことは、国境

を越えた、一般の人たちの根本的な相

互依存を承認することである。

　見られるように、アマーティア・セン教

授は、協同組合運動は、「協同と参加」に

基づいた行動や行為を通じてさまざまな経

験をし、また成果も生みだしてきたのだか

ら、「国境を越えて」、すなわち、協同組合

人としてのアイデンティティと責任をもっ

て、グローバリゼーションの過程にある世

界の人びとに自らの経験と成果の上に立っ

た社会的ビジョンである「協同の倫理」を

示し、かくして、「グローバリゼーション

の過程にある世界により広い倫理を確立す

る」タスクを遂行すべきである、と示唆し

ているのである。

協同組合研究の 3つのアプローチ

　セン教授のこのような示唆を受けて、わ

れわれは、「協同組合運動のビジョン」を

明確にするために、協同組合人により根本

的な問いかけをしなければならない―「協

同組合運動とは何か」、これである。1995
年のマンチェスター大会で採択された「ICA
新原則」は、周知のように、協同組合人の

ために協同組合の「定義・価値・原則」を

示した。この「定義・価値・原則」は、そ

れらのなかに「協同組合運動の歴史と伝統」

を凝縮させていると同時に、「協同組合運

動のビジョン」も内包しているだけでなく、

現代における協同組合の課題を絶えず協同

組合に問い続ける構成要素をも包含してい

るのである。この点は大いに強調されるべ

きである。われわれとしては、すぐ上でア

マーティア・セン教授の「協同のアプロー

チ」と「グローバルな倫理」に言及するこ

とによって、現代協同組合運動の課題の何

たるかを吟味した。そうであれば、次にわ

れわれが求めるのものは、協同組合がそれ

らの課題に挑戦して得た成果（あるいは失

敗）をいかにして正確に評価するか、その

方法である。

　われわれは、現代協同組合運動の成果を

正確に評価するためには、一方で協同組合

の特徴的性格を明確にしつつ、他方で協同

組合運動の進路を常に問い続けなければ

ならないだろう。換言すれば、経済的、社

会的グローバリゼーションの過程にある現

在、そしてまたますますグローバリゼー

ションが深化していく将来の世界にあっ

て、（第 7 原則に謳われているように）コミュ

ニティとの相互関係をより強固なものにし

なければならない協同組合運動は、いかな

る進路を見いだして前進していくべきかを

絶えず検証しなければならないだろう。そ

のような観点からすれば、次の「協同組合

研究の 3 つのアプローチ」は、協同組合運

動の進路を検証する「羅針盤」の役割を果

たしてくれるだろう。これらのアプローチ

は、既にアマーティア・セン教授がレガコー

プの講演で「社会主義の視点」を明らかに

するために提示したアプローチであるが、

私は彼のアプローチを「協同組合運動のビ

ジョン」を明らかにするために応用する。

そうすることで、先に提示された問いかけ

―「協同組合とは何か」―に的確に答える

ことができると、と私は確信する。

　（1）制度のアプローチ：これは協同組合

を 1 つの制度として考察するアプロー
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チであり、制度としての協同組合が他

の諸制度とどのように関わって運動を

展開し、組合員や他の人びとの「生活

と労働」に影響を及ぼすのかを検証す

るアプローチである。このアプローチ

は、ICA 新原則を実際の協同組合運動

に照らし合わせることによって、資本

主義経済の下での協同組合の「共同所

有」、「民主的管理」、「自治と自立」な

ど協同組合システムと組織構造を基礎

とする制度の現況を実証する。加えて、

このアプローチは、協同組合運動を促

進し、発展させる法制度にも協同組合

人の注意を向けさせるだろう。

　(2) 結果のアプローチ：これは、協同組

合の目的や目標に対して、運動の到達

点あるいは成果を分析し、協同組合

の社会的機能を正しく評価する視点を

提示するアプローチである。このアプ

ローチによって、ICA 新原則に謳われ

ている「共通の経済的、社会的および

文化的ニーズと願いをかなえる」運動

の進路が明らかにされる。またこのア

プローチは、協同組合による平等、公

正それに連帯という価値の実現につい

ての理解を促し、またコミュニティと

協同組合との間の相互関係を協同組合

人に意識させるだろう。ICA 第 7 原則

の「コミュニティへの関与」は、この

アプローチによって際立つことになる

だろう。

(3) 過程のアプローチ：これは意思決定

過程における協同と参加の一般的要件

を中心に据えるアプローチである。こ

のアプローチによって、その長い歴史

のなかで培われてきた、協同組合にお

ける組合員の「意思決定への参加」の

実体を明らかにするだけでなく、協同

組合間協同のあり方やその推進方向、

さらには協同組合の経済‐社会的機能

や役割を重層的に考察することもまた

より容易になるだろう。

　これらのアプローチは、協同組合運動の

個々の実践的側面から見れば相互に異なる

とはいえ、運動全体においては混じり合っ

ているであろう。換言すれば、協同組合

を取り巻く環境を分析し、協同組合運動が

直面している諸問題を克服しようとする際

には、これらのアプローチのうちどのアプ

ローチをもってその解決策を提起するかは

問題の性格によるとはいえ、協同組合運動

は「制度・結果・過程」の総体として展開

される「生きた現実」であることを考えれ

ば、実際には、これらのアプローチは、参加・

共同所有・自治と自立・コミュニティへの

関与といった協同組合の特徴的性格が実際

の経営管理や運営に生かされているのかど

うか、といった観点から適用されるであろ

う。

これらの 3 つのアプローチはまた、協同

組合人に次のような問題を提起しているよ


